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令和６年度６月期恵庭市営住宅入居募集結果について

１．募集住戸及び申込み結果

 ※番号３，６，７は、高齢者世帯向け住宅

 【高齢者世帯向け住宅】

  以下に当てはまる世帯のみ申し込みができます。

  ・世帯全員が６０歳以上

  ・６０歳以上の者及び次のいずれかに該当する者のみで入居しようとする世帯

    配偶者（内縁関係の配偶者を含む）、１８歳未満の者、障害者手帳・療育手帳

    を所持していないが、障害年金を受給している者

資料２
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２．周知方法  ①６月１日号「広報えにわ」の住宅情報にて掲載し周知しました。

②入居募集用予告ポスターを作成し、市役所本庁、島松支所、恵み野出張所に

掲示しました。また、ポスターと共に、申請書及び案内書を配布しました。

③恵庭市ホームページに掲載しました。

（②及び③の周知期間は、令和６年５月２７日（月）～受付終了日まで）

３．受付期間  令和６年６月６日（木）～６月１２日（水）※土日祝日を除く

        午前９時から午後５時１５分まで

 ※事前に申し出があった場合は午後７時まで可

４．受付場所  市役所第２庁舎 ３階 市営住宅課窓口

５．抽選日時  令和６年６月２８日（金）午前１０時～

６．抽選会場  市役所第２庁舎２階 大会議室

７．入 居 日  令和６年８月１日（木）

８．入居資格  ①現に住宅に困窮していることが明らかな方。

        ②市内に住所又は勤務場所を有する者であること。

        ③現に同居し、又は同居しようとする親族がいること。

④市税（市民税・国保税・固定資産税・軽自動車税）に滞納がないこと。

        ⑤市条例に定める収入基準に合致する方。

         決定家賃額については、入居者の所得に応じて算出した額とする。

        ＊前記１の募集住戸の家賃額については目安とする。

        ⑥その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員によ

る不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員でないこと。

９．抽選立会  下記の順番で公開抽選会の立会いを行っています。

        令和６年度６月期公開抽選会（６月２８日）の立会人として、後藤委員に

お越しいただきました。

順番 氏  名 順番 氏  名

１番 掛 水 美枝子 ４番 佐 藤 美代子

２番 北 澤 征 夫 ５番 上 森 裕 子

３番 後 藤 美 江 ６番 木 下  允
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１０．受付者数

日 中

（9時～17時 15分）

夜 間

（17時15分～19時）
合 計

６月６日 ５ ０ ５

６月７日 ４ ０ ４

６月１０日 ８ ０ ８

６月１１日 ２ ０ ２

６月１２日 １ ０ １

追加 ６ ０ ６

取下げ △２ ０ △２

却下 ０ ０ ０

合  計 ２４ ０ ２４

１１．高齢者向け住宅  募集３戸に対し、１３世帯（延べ１９世帯）の応募

            ※倍率 延べ世帯基準：平均６．３倍 

                抽選玉１つあたり当選確率：平均６．２５％

１２．抽選結果  １０戸のうち、９戸の入居が決定しました。

         ※１戸（桜８-４０４号）について当選者辞退、補欠者無しのため未決定。 

１３．その他   同じ申込者が複数の住戸にて当選または補欠となるケースがあるため、幅広

         く当選者・補欠者を選出する観点から、以下の取扱いについて検討。

         案１．当選者は以降の選考において補欠の選考から除外する。

            ※補欠となった後の選考で当選した場合に、従前の補欠を取り消すこ 

             とはできない。

         案２．一つの住戸で補欠者となった者は、他の住戸において補欠の選考から 

            除外する。

            ※第一選択・第二選択に優先順位は無いが、選考順で補欠となる住戸

             が決定してしまい申込者の希望と一致しない可能性がある。また、

             申込者が少ない住戸で補欠者を選考できない場合がある。


